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全国通訳案内士試験ガイドライン 

 

Ⅰ．試験全体について 

 

（１）目的 

・試験の目的は、「全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定す

ること」（通訳案内士法第５条）であり、出題方針も、通訳案内の実務に沿った内容、

レベルの問題を出題することとする。 

 

（２）試験方法 

 ・受験資格は、不問とする。 

 ・試験科目は、筆記（第１次）試験については外国語、日本地理、日本歴史、産業、経

済、政治及び文化に関する一般常識（以下単に「一般常識」という。）並びに通訳案内

の実務とし、口述（第２次）試験については通訳案内の実務とする。  

 ・外国語についての筆記試験（以下「外国語筆記試験」という。）は、全国通訳案内士の
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業務を適切に行うために必要な読解力、日本文化等についての説明力、語彙
い

力等の総

合的な外国語の能力を問うものとする。 

 ・日本地理、日本歴史及び一般常識についての筆記試験は、外国人観光旅客が多く訪れ

ている又は外国人観光旅客の評価が高い観光資源に関連する地理、歴史並びに産業、

経済、政治及び文化についての主要な事柄（日本と世界との関わりを含む。）のうち、

外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知識を問うものとする。 

 ・通訳案内の実務についての筆記試験は、全国通訳案内士が通訳案内を行うに当たって

必要となる関係法令に関する知識や旅程管理の実務に関する知識、訪日外国人旅行者

の国別・文化別の特徴等に関する知識、災害発生時等における応急的な医療対応や危

機管理に関する知識について、基礎的な内容について問うものとする。 

 ・口述試験は、総合的な外国語の能力並びに日本地理、日本歴史、一般常識及び通訳案

内の実務に係る正確な知識を活用して行われる、通訳案内の現場で必要とされるコミ

ュニケーションを図るための実践的な能力について判定するものとする。 

 ・口述試験は、日本の観光地等に関連する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化

についての主要な事柄のうち、外国人観光旅客の関心の強いものを題材として、受験

者に通訳案内の業務を擬似的に行わせることにより実施するものとする。 

 

（３）試験委員 

・全国通訳案内士試験委員（以下単に「試験委員」という。）は、原則として、外国語筆

記試験については外国語ごとに２人以上、日本地理、日本歴史、一般常識及び通訳案

内の実務についての筆記試験（以下「日本地理等筆記試験」という。）については科目

ごとに２人以上、口述試験については外国語ごとに２人以上選任されるものとする。 

・試験委員は、筆記試験においては、試験問題の作成、答案の採点及び合否の判定に関

する事務を行い、口述試験においては、試験問題の作成及び合否の判定に関する事務

を行う。 

 ・試験問題の作成に当たっては、問題案を作成する試験委員と内容をチェックする試験

委員を分けるなど、十分なチェック体制を確立し、一部の受験者だけに有利になる問

題や、内容に偏りがある問題等の出題を回避する。 

 

（４）合否判定 
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・筆記試験の合否判定については、科目ごとに合格基準点を設定し、すべての科目につ

いて合格基準点に達しているか否かを判定することにより行う。受験者には筆記試験

の合否のほか、科目ごとに合格基準点に達したか否かを通知する。 

・実際の平均点が、合格基準点から著しく乖離した科目については、当該科目の試験委

員と試験実施事務局から構成される検討会を開催する。その結果、必要があると判断

された場合には、合格基準の事後的な調整を行う。この調整は、平均点の乖離度及び

得点分布を考慮して行う。 

 ・口述試験の合否判定については、本ガイドラインに従い、あらかじめ評価項目ごとに

具体的な評価基準を設定した上で、合格基準点（原則として７割）に達しているか否

かを判定することにより行う。 

 

（５）試験免除 

・一の外国語による全国通訳案内士試験の筆記試験に合格した者が、当該外国語による

次回の全国通訳案内士試験を受験する場合は、筆記試験を免除する。 

・一の外国語による全国通訳案内士試験に合格した者が、他の外国語による全国通訳案

内士試験を受験する場合は、日本地理等筆記試験を免除する。ただし、平成 29年度以

前の通訳案内士試験において一の外国語による通訳案内士試験に合格した者が、他の

外国語による全国通訳案内士試験を受験する場合において、日本地理等筆記試験のう

ち、通訳案内の実務について免除を受けるためには、通訳案内士法附則第３条第３項

に基づき観光庁長官が行う研修を修了していることを要する。 

・全国通訳案内士試験の筆記試験の一部の科目について合格基準に達した者が、次回の

全国通訳案内士試験を受験する場合は、当該科目（外国語については同じ種類の外国

語に限る。）についての筆記試験を免除する。 

・一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者が、当該外国語による全国通

訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験を免除する。 

・総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者が全国通

訳案内士試験を受験する場合は、日本地理についての筆記試験を免除する。 

 ・公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の一級に合格した者が、

英語による全国通訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験（英語）を免除す

る。 
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・Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｓｔｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅが制作するＴＯＥＩＣ 

Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ ＆ Ｒｅａｄｉｎｇ Ｔｅｓｔ（公開テストに限る。）につい

て９００点以上、ＴＯＥＩＣ Ｓｐｅａｋｉｎｇ Ｔｅｓｔ（公開テストに限る。）

について１６０点以上又はＴＯＥＩＣ Ｗｒｉｔｉｎｇ Ｔｅｓｔ（公開テストに

限る。）について１７０点以上を得た者（当該得点を得たテストの行われた日の属す

る年度又は当該年度の翌年度に実施される全国通訳案内士試験を受ける者に限る。）

が、英語による全国通訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験（英語）を

免除する。 

 ・公益財団法人フランス語教育振興協会が実施する実用フランス語技能検定試験の一級

に合格した者が、フランス語による全国通訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆

記試験（フランス語）を免除する。 

・公益財団法人日本スペイン協会が実施するスペイン語技能検定の一級に合格した者が、

スペイン語による全国通訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験（スペイン

語）を免除する。 

・Ｉｎｓｔｉｔｕｔｏ Ｃｅｒｖａｎｔｅｓが制作するＤＥＬＥのＣ１又はＣ２若しく

はＳｕｐｅｒｉｏｒに合格した者が、スペイン語による全国通訳案内士試験を受験す

る場合は、外国語筆記試験（スペイン語）を免除する。 

・公益財団法人ドイツ語学文学振興会が実施するドイツ語技能検定試験の一級に合格し

た者が、ドイツ語による全国通訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験（ド

イツ語）を免除する。 

・一般財団法人日本中国語検定協会が実施する中国語検定試験の一級に合格した者が、

中国語による全国通訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験（中国語）を免

除する。 

・中国政府教育部 孔子学院总部／国家汉办が制作する漢語水平考試ＨＳＫ６級１８０

点以上（旧ＨＳＫ高等試験９級以上）の資格を有する受験者が、中国語による全国通

訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験（中国語）を免除する。 

・国家中国語能力試験推進委員会が実施する華語文能力測驗（ＴＯＣＦＬ）のＬｅｖｅ

ｌ６ 精通級(Ｃ２)に合格した者が、中国語による全国通訳案内士試験を受験する場合

は、外国語筆記試験（中国語）を免除する。 

・特定非営利活動法人国際市民交流のためのイタリア語検定協会が実施する実用イタリ
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ア語検定試験の一級に合格した者が、イタリア語による全国通訳案内士試験を受験す

る場合は、外国語筆記試験（イタリア語）を免除する。 

・特定非営利活動法人ハングル能力検定協会が実施する「ハングル」能力検定試験の一

級に合格した受験者が、韓国語による全国通訳案内士試験を受験する場合は、外国語

筆記試験（韓国語）を免除する。 

・国立国際教育院が制作する韓国語能力試験（ＴＯＰＩＫ）の６級に合格した受験者が、

韓国語による全国通訳案内士試験を受験する場合は、外国語筆記試験（韓国語）を免

除する。 

・歴史能力検定協会が実施する歴史能力検定の日本史一級又は日本史二級に合格した者

が全国通訳案内士試験を受験する場合は、日本歴史についての筆記試験を免除する。 

 ・大学入試センター試験の日本史Ｂについて６０点以上を得た者（当該得点を得た試験

の行われた日の属する年度又は当該年度の末日から起算して５年以内に実施される全

国通訳案内士試験を受ける者に限る。）が全国通訳案内士試験を受験する場合は、日本

歴史についての筆記試験を免除する。 

 ・大学入試センター試験の現代社会について８０点以上を得た者（当該得点を得た試験

の行われた日の属する年度又は当該年度の末日から起算して５年以内に実施される全

国通訳案内士試験を受ける者に限る。）が全国通訳案内士試験を受験する場合は、一般

常識についての筆記試験を免除する。 

 

Ⅱ．外国語筆記試験について 

 

（１）試験方法 

・試験は、全国通訳案内士の業務を適切に行うために必要な読解力、日本文化等につい

ての説明力、語彙
い

力等の総合的な外国語の能力を問うものとする。 

 ・出題する外国語は、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、

ポルトガル語、ロシア語、韓国語及びタイ語とする。 

 ・試験の方法は、多肢選択式（マークシート方式）とする。 

 ・試験時間は、90分とする。 

 ・試験の満点は、100点とする。 

・出題は概ね、外国語文の読解問題１題（配点 40点程度）、外国語文和訳問題１題（20
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点程度）、和文外国語訳問題１題（20点程度）、外国語による説明（あるテーマ、用語

等について外国語で説明する）問題１題（20点程度）を基準とする。 

 

（２）合否判定 

・合否判定は、原則として 70点を合格基準点として行う。 

 

Ⅲ．日本地理筆記試験について 

 

（１）試験方法 

・試験は、外国人観光旅客が多く訪れている又は外国人観光旅客の評価が高い観光資源

に関連する日本地理についての主要な事柄（日本と世界との関わりを含む。）のうち、

外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知識を問うものとする。 

 ・試験の方法は、多肢選択式（マークシート方式）とする。 

 ・試験時間は、30分とする。 

 ・試験の満点は、100点とする。 

・問題の数は 30問程度とする。 

・内容は、地図や写真を使った問題も含まれるものとする。 

 

（２）合否判定 

 ・合否判定は、原則として 70点を合格基準点として行う。 

 

IV．日本歴史筆記試験について 

 

（１）試験方法 

・試験は、外国人観光旅客が多く訪れている又は外国人観光旅客の評価が高い観光資源

に関連する日本歴史についての主要な事柄及び現在の日本人の生活、文化、価値観等

につながるような日本歴史についての主要な事柄（日本と世界との関わりを含む。）の

うち、外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知識を問うものとする。 

 ・試験の方式は、多肢選択式（マークシート方式）とする。 

 ・試験時間は、30分とする。 
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 ・試験の満点は、100点とする。 

・問題の数は、30問程度とする。 

・内容は、地図や写真を使った問題も含まれるものとする。 

 

（２）合否判定 

 ・合否判定は、原則として 70点を合格基準点として行う。 

 

V．一般常識筆記試験について 

 

（１）試験方法 

 ・試験は、現代の日本の産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄（日本と世界

との関わりを含む。）のうち、外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知

識（例えば、試験実施年度の前年度に発行された「観光白書」のうち、外国人観光旅

客の誘客に効果的な主要施策及び旅行者の安全・安心確保に必要となる知識、並びに

新聞（一般紙）の 1面等で大きく取り上げられた時事問題等）を問うものとする。 

 ・試験の方式は、多肢選択式（マークシート方式）とする。 

 ・試験時間は 20分とする。 

 ・試験の満点は、50点とする。 

 ・問題の数は、20問程度とする。 

 

（２）合否判定 

 ・合否判定は、原則として 30点を合格基準点として行う。 

 

VI．通訳案内の実務筆記試験について 

 

（１）試験方法 

・試験は、通訳案内の現場において求められる基礎的な知識（例えば、旅行業法や通訳

案内士法等の業務と密接に関係する法令に関する基本的な内容や実際に通訳案内業

務に就くにあたっての訪日外国人旅行者の旅程の管理に関する基礎的な内容等）を問

うものとする。 
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 ・本科目については、原則として、観光庁研修のテキストを試験範囲とする。 

・試験の方式は、多肢選択式（マークシート方式）とする。 

 ・試験時間は 20分とする。 

 ・試験の満点は、50点とする。 

 ・問題の数は、20問程度とする。 

 

（２）合否判定 

 ・合否判定は、原則として 30点を合格基準点として行う。 

 

Ⅶ．口述試験について 

 

（１）試験方法 

 ・試験は、総合的な外国語の能力並びに日本地理、日本歴史、一般常識及び通訳案内の

実務に係る正確な知識を活用して行われる、通訳案内の現場で必要とされるコミュニ

ケーションを図るための実践的な能力について判定するものとする。 

 ・試験を受けることができる外国語は、受験者が筆記試験において選択したものと同一

のものとする。 

 ・試験は、外国人観光旅客が多く訪れている又は外国人観光旅客の評価が高い観光資源

に関連する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄のうち、

外国人観光旅客の関心の強いものを題材として、受験者に通訳案内の業務を擬似的に

行わせることにより実施するものとする。 

・試験時間は、10分程度とする。 

・終了者からの問題の漏洩を避けるため、当該時間帯の間、終了者を未受験者と別の部

屋に待機させ、通信機器を預かる等の措置を取るとともに、時間帯によって大きな差

が出ないように質問内容のレベルを合わせるなど、受験者間で不公平が生じないよう

な方法とする。 

・内容は、試験委員が読み上げる日本語を外国語訳し、その問題文に関連した質疑を行

う「通訳案内の現場で必要となる知識等に関する外国語訳及び全国通訳案内士として

求められる対応に関する質疑」、提示される３つのテーマから受験者が１つを選び、外

国語で説明を行い、そのテーマについて試験委員と外国語で質疑応答を行う「プレゼ
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ンテーション問題」の２題とする。なお、「通訳案内の現場で必要となる知識等に関す

る外国語訳及び全国通訳案内士として求められる対応に関する質疑」において、試験

委員が読み上げる問題内容については、メモを取ることを認める。 

・「通訳案内の現場で必要となる知識等に関する外国語訳及び全国通訳案内士として求

められる対応に関する質疑」については、試験委員に対して、受験者は全国通訳案内

士としての適切な受け答えをすること。 

 

（２）合否判定 

・合否判定に当たっては、試験委員ごとに基準が大きく異なることがないよう、あらか

じめ以下を含む評価項目について、具体的な評価基準を設定しておくものとする。合

否判定は、当該合格基準点（原則として７割）に達しているか否かを判定することに

より行う。 

  

 評価項目 

・プレゼンテーション 

・コミュニケーション（臨機応変な対応力、会話継続への意欲等） 

・文法及び語彙 

・発音及び発声 

・ホスピタリティ（全国通訳案内士としての適切な受け答え等） 


